
第３２回・第３３回月例総会結果報告    

農地の相続等に関する手続きについて 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◆審議・決定結果概要 

第 3２回月例総会（５月２７日開催）および 

第 3３回月例総会（６月 28 日開催）の結果は 

以下のとおりです。 

 

神戸市農業委員会の活動（予定）   

○第 34 回 月例総会 ７月 28 日(水)午後 2 時から(西神文化ｾﾝﾀｰ) 

○第 35 回 月例総会 ８月 27 日(金)午後 2 時から(JA 兵庫六甲本店) 

○第 36 回 月例総会 ９月 29 日(水)午後 2 時から(場所未定) 

会議の日時・場所等は都合により変更される場合があります。 



 

 

令 和 ３ 年 夏 号 
発行 神戸市農業委員会事務局 

電 話 078-984-0387 

FAX 078-984-0388 

新規就農者のご紹介 
 新たに新規就農されたのは次の方です。 

 地元農家の皆様、よろしくお願いいたします。 

新規就農者 年齢 性別 就農地 

長田 陽子 
（北区山田町） 45 歳 女 

西盛 
（西区押部谷町） 

八木 陽一 
（北区藤原台北町） 48 歳 男 

屏風 
（北区八多町） 

豊蔵 玄 
（北区小倉台） 57 歳 男 

二郎 
（北区有野町） 

柳澤 壽利 
（垂水区東垂水） 29 歳 男 

栃木 
（西区櫨谷町） 

農事組合法人 
神出アグリ 
（西区神出町） 

- - 神出町 

 

◆現地調査を実施 

月例総会上程予定案件について、 

５月１７日、６月１６日に現地調査を実施 

しました。 

 

 32回 33回 

件数 面積(a) 件数 面積(a) 

農地の権利移動 

（法 3 条） 

所有権移転 4 82 7 152 

賃借権設定 0 0 0 0 

使用貸借権 

設定 
0 0 0 0 

農地の権利移動（相続等、 

許可不要）（法 3 条の 3） 
7 300 9 523 

権利移動を伴わない
転用（法４条） 

市街化区域 1 １ ５ 37 

調整区域 １ １ ０ ０ 

権利移動を伴う
転用（法５条） 

市街化区域 2 13 2 13 

調整区域 ３ 26 １ 2 

賃借権の解約（法 18 条） ２ 42 ３ 744 

利用権の設定 14 348 45 1461 

 

農地の権利を相続（遺産分割、包括遺贈を 

含む）、法人の合併、時効取得等により取得した 

場合は、その農地のある農業委員会へ届け出る 

必要があります（「農地法第３条の３第１項の規定に

よる届出」）。 

届出は権利を取得したことを知った時点から

概ね 10 ヶ月以内に行ってください。 

なお、この届出は権利取得の効力を発生させる

ものではありません。 

【提出書類】 

①届出書（市のホームページからダウンロード

できます） 

②農地の権利を取得したことが分かる書類 

（土地登記簿謄本の写し（相続登記後）、遺産分割

協議書の写しなど） 

③代理人が届出する場合は委任状 

【提出先】 

農業委員会事務局（中央区）、北区の相談窓口

（北区）、北区以外の相談窓口（西区）で随時受付 



農業者年金は、国が支えている公的年金です。ぜひ、加入をご検討
下さい。 
詳細な農業者年金の内容やご相談については、農業委員会(078-

984-0387)、JA兵庫六甲各支店にお問い合わせ下さい。 
 

農業者の方なら幅広く加入できます！ 

  ６０歳未満の国民年金第1号被保険者で年間６０日以上農業に従事している方な

らだれでも加入できます。 

 農地を持たない配偶者や後継者などの家族従事者も加入できます。 

  （注）農業者年金に加入する方は、国民年金付加保険料（月額400円）への加入も必要です。 

 

農業者年金の特徴 
 

 

１ 保険料の額は自由に決められます。 
自分が必要とする年金額の目標に向けて、保険料の額を自由に決められ（月額２万～６万

７千円の間で千円単位で自由に選択）、経営の状況や老後設計に応じていつでも見直せます。 

 

２ 認定農業者など一定の要件を満たす方には、保険料の国庫補助
があります。 
認定農業者で青色申告をしている方やその方と家族経営協定を結んだ配偶者・後継者の方など一

定の要件を満たす方には、保険料の国庫補助（月額最高１万円、通算すると最大で２１６万
円） があります。 

この国庫補助額に見合う年金は、農地等の経営移譲をすれば、原則65歳から特例付加年金と
して受給できます。農地等の経営移譲の時期についての年齢制限はなく、本人の体力などに応じて

受給の時期を決められます。 
 
３ 公的年金ならではの税制上の優遇措置があります。 

・ 支払った保険料は、全額（１人当たり年額１２万円～８０万４千円）が社会保険料控除の

対象となり、所得税・住民税の節税につながります。 

・ 保険料を農業者年金基金が運用して得られる収益（運用益）は非課税です。 

・ 将来受け取る農業者年金（農業者老齢年金及び特例付加年金）には公的年金等控除の対象と

なり、65歳以上の方の場合は公的年金等の合計額が120万円までは、全額非課税となりま

す。 

 
４ 終身年金で８０歳までの保証付きです。 
農業者老齢年金は、65歳から受給開始で生涯受け取ることができます。希望すれば６０歳 

まで繰り上げ受給も選択することができます。 

仮に加入者・受給者が80歳前に亡くなられた場合でも、80歳までに受け取れるはずであった 

農業者老齢年金の現在価値に相当する額が、死亡一時金として遺族に支給されます。 


